
袖ケ浦市附属機関等の会議の公開に関する要綱 (平成17年３月10日告示第34号)

最終改正:

改正内容:平成17年３月10日告示第34号 [平成17年３月10日]

○袖ケ浦市附属機関等の会議の公開に関する要綱

平成17年３月10日告示第34号

袖ケ浦市附属機関等の会議の公開に関する要綱

（目的）

第１条　この要綱は、附属機関等の会議を公開することにより、透明かつ公正な会議の運営を図り、市民の市政に対す

る理解を深め、もって開かれた市政の実現を一層推進することを目的とする。

（定義）

第２条　この要綱でいう附属機関等とは、次に掲げるものをいう。

(１)　附属機関　地方自治法第138条の４第３項の規定に基づき、法律又は条例を設置根拠として、調停、審査、諮問

又は調査等（以下「審議等」という。）を行うために実施機関（袖ケ浦市情報公開条例（平成11年条例第１号。以下

「情報公開条例」という。）第２条第１号に掲げる機関をいう。以下同じ。）に設置された機関をいう。

(２)　附属機関に類するもの　法律又は条例を設置根拠とせず、規則又は要綱等を根拠として、実施機関に設置され

た審議会、協議会、懇談会等で、実質的に、附属機関と同様の機能を有する機関をいう。

２　前項第２号の規定にかかわらず、次に掲げるものについては、附属機関に類するものに該当しないものとする。

(１)　市職員のみで構成される機関

(２)　関係機関との連絡調整を目的としている機関

(３)　実行委員会としての性格を有する機関

(４)　委員に報酬・報償金等を支給していない機関

（会議公開の原則）

第３条　附属機関等の会議は、これを公開する。

（不服申立て等に係る会議の非公開）

第４条　前条の規定にかかわらず、不服申立て、苦情、あっせん及び調停に係る会議は、非公開とする。ただし、附属

機関等は、次に掲げる場合においては、会議に諮り、審理等の公正その他公開することが必要であると認められると

きは、その会議の口頭による意見の陳述等の部分を公開することができる。

(１)　不服申立て又は苦情に係る会議においては、当該申立人から公開の申し出があるとき。

(２)　あっせん又は調停に係る会議においては、当該当事者の双方から公開の申し出があるとき。

(３)　附属機関等の委員から当該附属機関等の長に対し公開の申し出があるとき。

（非公開とすることができる会議）

第５条　第３条及び前条ただし書の規定にかかわらず、附属機関等は、会議に諮り、審議等の内容が次の各号のいず

れかに該当するおそれがあると認めるときは、その会議を非公開とすることができる。

(１)　附属機関等の設置根拠である法律、条例又は規則に、会議を非公開で行うことを規定している場合

(２)　情報公開条例第８条第１項各号及び同条第２項の規定に該当する情報が含まれている事項について、審議等を

行う会議を開催する場合

(３)　会議を公開することにより、公正、円滑な審議等が著しく阻害され、会議の目的が達成されないと認められる場合

（会議開催の事前公表）

第６条　附属機関等の会議を開催する場合は、公開又は非公開にかかわらず、会議を開催する日時、場所等（次に掲

げる附属機関等の会議の開催に関する事項）をあらかじめ、市のホームページ等に公表しなければならない。ただし、

附属機関等の会議を緊急に開催する必要が生じたときは、この限りでない。

(１)　会議の名称

(２)　会議の開催日時

(３)　会議の開催場所

(４)　議題及び会議の公開又は非公開の別

(５)　非公開の場合の理由

(６)　傍聴者の定員



(７)　前各号に掲げるもののほか、附属機関等が必要と認める事項

２　前項の公表は、当該会議の開催日の１週間前までに公表するよう努めるものとする。

（会議の傍聴）

第７条　何人も、第４条及び第５条の規定により附属機関等の会議が非公開とされたときを除き、会議を傍聴することが

できる。

２　附属機関等は、傍聴要領例（別記様式）を参考に傍聴要領を定め、これを配布すること等により、会議場内の秩序の

維持に努めなければならない。

（傍聴者の決定等）

第８条　附属機関等は、会議の開催日の当日、会議の傍聴を希望する者のうちから、先着順に傍聴者を決定するものと

する。

２　附属機関等は、当日先着順にすると会議場が混乱するおそれ等があると認められるときは、前項の規定にかかわら

ず、次に掲げる方法等により、事前に傍聴者を決定するものとする。

(１)　電話、ファクシミリ等の申込みによる先着順

(２)　はがき、電話、ファクシミリ等の申込者のうちからの抽選

（会議資料の提供）

第９条　附属機関等の会議を公開する場合は、傍聴する者に会議資料（情報公開条例第８条第１項各号及び同条第２

項のいずれかに該当する情報が記録されている部分を除く。）を提供するものとする。

（議事録等の作成）

第10条　附属機関等の会議については、議事録又は会議録を作成しなければならない。

（議事録等の写しの閲覧）

第11条　公開された附属機関等の会議の議事録又は会議録の写しは、閲覧に供するものとする。

（運営状況の公表）

第12条　市長は、附属機関等の会議の公開の運営状況については、毎年、これを公表する。

（特別の定めがある場合の取扱い）

第13条　附属機関等の会議の公開等について、法令に特別の定めがあるときは、その定めるところによる。

附　則

この告示は、平成17年４月１日から施行し、同日以後に第６条の規定により公表する附属機関等の会議から適用す

る。



別記様式（第７条関係）






